
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、令和５年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、

        暫定再任用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務））及び

　　　　定年前再任用短時間勤務職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

区　　分

草加市の給与・定員管理等について

住民基本台帳人口 人 件 費 率人 件 費歳 出 額

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

　　　　　千円

給与費 B/A

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円

（参考）一人当たり

　　　　　　　　　　　％

12.5

　　　　　　％

14.2

Ｂ／Ａ R4年度の人件費率

一人当たり給与費

6,440

     ２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、
　　　　地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給
　　　　割合を用いて補正したラスパイレス指数。
　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地
　　　　　域手当支給率）により算出。）

（参考）

R5年度

4,405,836

　　　　　千円

（参考）特例市平均

R5年度

期末・勤勉手当

4,607,338

職員数

　　　　　千円

実 質 収 支

1,871,465

職員手当給　 料

12,704,210

　　　　　　　千円

（R6年１月１日）

人　

89,422,886251,219

区　　分

千円

1,265 1,246,103

　　計　　Ｂ

千円

　　　　　　Ａ

人

7,523,404 5,947

千円千円

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職
　　　　員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸
　　　　給月額を100として計算した指数。

(R3.4.1)

100.6

（100.6） (R3.4.1)

99.6
(R3.4.1)

98.8

(R4.4.1)

100.7

（100.7） (R4.4.1)
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 (4) 給与改定の状況

　

 　（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ
イレス比較した平均給与月額である。

　②特別給（期末・勤勉手当）

　（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

－

勧告
（改定率）

公務員給与
　　　　　　　Ｂ

勧告
（改定率）

民間給与
　　　　　Ａ

区　分

人事委員会の勧告

較差
Ａ－Ｂ

（参考）
国の改定率

（参考）
国の改定率

給与改定率

給与改定率

　国と草加市の給料表及び前歴換算方法の違いにより、草加市で前歴換算した経験月数に対応する給料月額が、国
で前歴換算した場合の経験月数に対応する給料月額よりも高くなる職員が存在しているため、給料表の見直しを検
討している。

　　 ３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

公務員給与
　　　　　　　Ｂ

①月例給

草加市では人事委員会を設置していないため公表を行わない

区　分

人事委員会の勧告

－

民間給与
　　　　　Ａ

較差
Ａ－Ｂ

※　令和６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年
　連続で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

　４ ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の
　　 最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いて
　　 いる。
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 (5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

[ ]

②地域手当の見直し

③その他の見直し内容

 (6) 特記事項

　平均引下げ率：１．８％（一般行政職）

　実施時期：平成２７年４月１日

　経過措置：有【平成３１年３月３１日までの間、現給保障（平成２７年３月３１日現在の給料の保障）を行う。】

未実施

　実施内容（平均引下げ率、実施時期、経過措置の有無）

実施

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直
し等に取り組むとされている。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

5,140,753

3,438,100

－

―

対応する民間

54.9

埼玉県

51.4

平均給与月額
職員数

区　　分

345,361

139

5,752,286

109

公務員

年収ベース（試算値）の比較

うち清掃技術員

参　考

414,930

323,823

廃棄物処理業

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在）

埼玉県

38.2

321,300

300,916

類似団体

53

-

うち自動車運転手

区　　分

草加市 48.2

1.69

47.7

公　　務　　員

（国比較ベース）

-

（国比較ベース）

平均給与月額

405,378

-

-

平均年齢

の類似職種（Ａ）

6,602,079

－

―

うち学校給食

うちその他

―

調理士

―

―

―

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（令和3年～令和5年の3ヶ年平均）

うち清掃技術員

47.5

うち用務員

うち自動車運転手 2.00

平均給料月額

-

344,852

59.6

類似団体

41.8

42.1

42.1

平均給与月額
平均年齢

319,425

305,256

平均給料月額

－

350,672

―

－うち電話交換手

38.1

うち学校給食

―

うち電話交換手

うち用務員

―-

平均年齢

草加市

42.4

－

51.8

－

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給
された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

―

261,900

―

1.03

－

民間

51.2

区　　分

国

305,633

1.34

314,900

359,440

317,053

385,283

3,307,700

－

81

322,835

―

Ｃ／Ｄ

330,598

294,182

424,244

322,826

344,818

256,075 289,226

平均給料月額

251,000

367,476

399,417

民　　　間

371,283

411,863

-

―

351,507

（Ｂ）

平均給与月額

Ａ／Ｂ

（Ｄ）（Ｃ）

330,553 ―

―

-

-

- -

263,42914

288,1441,829 ―

321,861

6

8

国

草加市

4,376,300

－304,325

―

－

―

―

－

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

－

参考

1.17

378,075

うちその他 4,849,014

―

自家乗用自動車運転手

―

―

－

44.7

―

―

―

358,877

1.67

－

―
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　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

　　　　などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい
　　　　るものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務

　　　　手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円

区　　　　　分

414,465

※対象者３人未満

405,107

※対象者３人未満

国

295,267 331,025

※対象者３人未満

草　加　市

174,000

平均年齢

高　校　卒

平均給与月額

埼　玉　県

542,878

173,584 166,600

区　　分

草加市

高　校　卒

中　学　卒

※対象者３人未満

※対象者３人未満

大　学　卒

経験年数１０年

技能労務職

教　育　職

※対象者３人未満

※対象者３人未満

284,059一般行政職

大　学　卒

高　校　卒

※対象者３人未満

229,652

※対象者３人未満

196,200

経験年数３０年

高　校　卒

※対象者３人未満

大　学　卒

※対象者３人未満

※対象者３人未満 ※対象者３人未満

※対象者３人未満高　校　卒

－

351,980

319,600類似団体 40.4

176,500

平均給料月額

202,700一般行政職

44.4

経験年数２０年

－

39.5

205,579大　学　卒

381,973

176,428

379,292

403,232

埼玉県

区　　　　分

中　学　卒

－

経験年数２５年

－

教　育　職

高　校　卒

技能労務職

－

159,872

－

※対象者３人未満

354,822

－

－

※対象者３人未満

※対象者３人未満

※対象者３人未満
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和６年４月１日現在）

（注）１　草加市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

      ３　平成２７年４月より旧１，２級を統合し、９級制から８級制へ移行。

　　　　　　　　円

0.0

　　　　　　　　円　　　　　　　　％

　　　　　　　　円

0

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

部長、監査委員事務局長、理事等

５　　級

副部長、参事、議会事務局長、会計管
理者等

　　　　　　　　人

305,700

306,200

　　　　　　　　円

406,300

　　　　　　　　円

　　　　　　　　％

13.8

　　　　　　　　円

130

　　　　　　　　％

391,900

　　　　　　　　円

427,500

461,800
８　　級

９　　級
　　　　　　　　人

　　　　　　　　円
７　　級

442,900

　　　　　　　　％

15.4

11

　　　　　　　　円

課長、副参事等

係長、主査等

　　　　　　　　人

0

　　　　　　　　人

４　　級
　　　　　　　　％

282

　　　　　　　　人

45

34

263,600

139

124

主任

0

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　円

　　　　　　　　人

　　　　　　　　円

１　　級

区　　分
最高号給の
給料月額

31.3

　　　　　　　　円　　　　　　　　％

１号給の
給料月額

　　　　　　　　％

定型的な業務を行う主事及び技師等
相当高度の知識又は経験を必要とする業
務を行う主事及び技師等

職員数

　　　　　　　　人

２　　級

６　　級

187,600

136

特に高度の知識又は経験を必要とす
る業務を行う主事及び技師等

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

14.4

３　　級

　　　　　　　　人

377,0005.0

290,700

　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

課長補佐、主幹等
　　　　　　　　円

　　　　　　　　円

411,100

256,200 381,900

265,200

1.2

15.1

399,7003.8

構成比
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（2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和５年４月１日現在）

１級31.3% １級31.9%
１級36.9%

２級15.1% ２級15.4%
２級12.9%

３級15.4% ３級13.7% ３級9.5%

４級13.8% ４級13.5%
４級14.0%

５級14.4% ５級15.6%
５級15.9%

６級5.0% ６級5.5% ６級6.5%

７級3.8% ７級3.3% ７級2.9%８級1.2% ８級1.3% ８級1.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（2)国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和６年４月１日現在）

国10級

国９級

国８級

国７級

国６級
国５級
国４級

国３級

国２級

国１級

市８級
市７級

市６級
市５級

市４級

市３級

市２級

市１級

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

草加市（R６）

国家公務員（R６)

昇 給

令和６年４月１日時点

給

料

月

額

（百円）

国10級（特に重要課長）

国９級（課長）

国８級（困難室長）

国７級（室長）

国６級（困難課長補佐）

国５級（課長補佐）

国４級（困難係長）

国３級（係長）

国２級（上級係員）

国１級（係員）

草加市８級（部長）

草加市７級（副部長）

草加市６級（課長）

草加市５級（課長補佐）

草加市４級（主査）

草加市３級（主任）

草加市２級（主事）

草加市１級（主事）
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（3) 昇給への人事評価の反映状況

　

　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和5年度支給割合） （令和5年度支給割合） （令和5年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　５～２０％ ・役職加算　５～２０％

・役職加算　５～２０％ ・管理職加算 １５～２５％ ・管理職加算 １０～２５％

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

○

管理職員

―

　人事評価制度の評価結果は、令和2年度から副参事以上の者に、令和3年度から監督職（主幹・主査）の者に、業績評価の
評価結果を活用し、翌年度の勤勉手当に反映させている。なお、一般職（主任・主事）においては、令和4年度の業績評価の
評価結果を活用し、令和5年度の勤勉手当に反映させた。

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

2.45

１人当たり平均支給額（令和5年度）１人当たり平均支給額（令和5年度）

一般職員

1.375

1,328

2.05

イ．　人事評価を活用している

ロ．　人事評価を活用していない

　　活用している昇給区分
昇給実績が
ある区分

国

○

令和６年度中における運用

昇給可能な
区分

　　　上位、標準、下位の区分

埼　　　　　玉　　　　　県

○

草　　　　　加　　　　　市

0.975

2.05 2.05

0.975

2.45

1.375

1,707

1.375

2.45

　　　標準の区分のみ（一律）

○

　　　上位、標準の区分

0.975

　　　標準、下位の区分

○

○

　　活用予定時期
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　 ○勤勉手当の人事評価への活用状況（一般行政職）

　

（2) 退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

(2～45%加算)

１人当たり平均支給額　　　　 千円

千円

19.6695

39.7575

19.6695

草　　　　　　　　　　　加　　　　　　　　　　　市

　　　標準の成績率のみ（一律）

　　　上位、標準の成績率

○

15,343

定年前早期退職特例措置(3～45%加算)

24.586875

47,709

47.709

イ．　人事評価を活用している

管理職員

支給可能な
成績率

　　　標準、下位の成績率

定年前早期退職特例措置

令和６年度中における運用

自己都合

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和5年度に退職した職員に支給された平均額である。

定年・勧奨

　　　上位、標準、下位の成績率

47.709

47.70939.7575

28.0395

○

1,530

33.2707528.0395

○ ○

　　活用予定時期

支給実績が
ある成績率

47.709

24.586875

一般職員

　　活用している成績率

ロ．　人事評価を活用していない

支給可能な
成績率

○

33.27075

○

国

支給実績が
ある成績率

  ２ 「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の
     非違によることなく退職した場合を含む。

47,709
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 (3) 地域手当

（令和６年４月１日現在）

％ 人 ％

 (4)特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

千円

　円

千円

千円

千円

千円

千円

 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

社会福祉主事

保育士及び看護師等

生活支援課職員

488

千円

円224,333支給職員１人当たり平均支給年額（令和4年度決算）

支給実績（令和5年度決算）

月額：5,000円

支給対象地域

主な支給対象業務

支給対象職員数

健康づくり課職員
くらし安全課職員

手当の種類（手当数）

6

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ）

ケースワーカー

支給実績
（5年度決算）

左記職員に対する支給単価

１件：300円

0

月額：2,000円

支給率

501,802

343,409

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ）

1,261

282,884

6

100.4

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較
するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算
出。）

6,753

3,701

保育業務

病人１件：500円
死亡人１件：1,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和5年度） 25.5%

社会福祉業務手当

行旅死病人取扱手当

主な支給対象職員

感染症の病原体に汚染
された場所等の消毒、ね
ずみ族・昆虫等の駆除
等の業務

一般行政職の制度（支給率）

全職員が対象

新型コロナウイルス感染
症から市民等の生命及
び健康を保護するため
の業務

0
間接１件：3,000円
直接１件：4,000円

5

0

草加市全域

支給実績（令和5年度決算）

行旅病人・死亡人の取
扱業務

手当の名称

377職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ）

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）

感染症防疫作業手当
（特例）

31,207

保育手当

10,454

感染症防疫作業手当

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）
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（6) その他の手当（令和６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

異なる
支給対象及
び支給額

890
管理職員特別勤務

手当
千円 12,024

国の制度 支給職員１人当たり

103,257

235,613

104,936

扶養手当 91,182

千円

千円
扶養親族のある職員に
支給→配偶者6,500円等

同じ同じ

0

借家等居住者
→家賃に応じて月額最
高28,000円

持ち家等居住者
→0円

支給対象及
び支給額

徒歩及び片道2Km未満
は支給無し。通勤定期代
は、実費分を６月まとめ
て支給。交通用具代は、
2Kｍ以上に対し距離に
応じて3,000円から支給。

支給対象

千円

千円

3,132

107,101

支給額

管理職手当

通勤手当

宿直手当:１夜につき
4,200円、日直手当：１日
につき4,200円

夜間勤務手当

異なる

千円宿日直手当

主幹・園長等:45,000円、課
長補佐・副参事等:50,000
円、参事・課長等60,000円、
副室長65,000円、副部長等
70,000円、部長100,000円

午後１０時から翌日の午
前５時までの間に通常勤
務を命ぜられた職員に
支給→勤務１時間あたり
の給与額×25/100

同じ

支給対象及
び支給額

同じ

休日勤務手当

平均支給年額

千円155,450

0

670,043異なる

異なる

6

13,384

千円

祝日等において勤務を
命ぜられた職員に支給
→勤務１時間あたりの給
与額×135/100

対象：主幹～部長
週休日等に勤務した場合：
5000円～12,000円
週休日等以外の日の午前0
時から午前5時までの間で
あって正規の勤務時間以外
の場合：2,500円～6,000円

同じ

との異同内容及び支給単価

国の制度と

手　当　名

同じ

支給実績

異なる

異なる内容 （令和5年度決算）

317,808

804

住居手当

（令和5年度決算）

12



５　特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

（給料月額×任用月数×35/100）×115/100 円 任期毎

（給料月額×任用月数×21/100）×115/100 円 任期毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

658,300

664,000

20,092,800

758,000540,000

区 分

466,000

給 料 月 額 等

728,0001,137,000

708,000

875,000

439,000

531,000

退
職
手
当

市　　　長

副　市　長

1,040,000

副　議　長

　　（令和5年度支給割合）

（参考）類似団体における最高／最低額

本給×役職加算(20%)×4.5副　議　長

　　（令和5年度支給割合）

505,000

副　市　長

本給×役職加算(20%)×4.5

給

料

470,000

備　　　　考

議　　　員

報

酬

議　　　長

議　　　長

期
末
手
当

議　　　員

市　　　長

10,143,000

925,000

市　　　長

副　市　長

収　入　役
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

業務体制見直しによる減

44.78

9

678 △ 24

47.35
△ 3

＜参考＞

業務体制の見直しによる減

65.58

50.71

水　道

業務体制の見直しによる増

10 業務体制の見直しによる増

0

2

△ 15

公営企
業会計
等部門

病　院 575

合　　計

17下　水

[    2,108   ］

職 員 数

2
5

0
3

小　計

業務体制の見直しによる減

5555
541

令和６年

10

12
△ 1

議　会

152

270

＜参考＞

0

△ 4

5

1,125

16

1,113

149

0
0

[    2,108   ］

280

0

主 な 増 減 理 由

業務体制の見直しによる増

1,265 1,274

11

77.7

1,952
＜参考＞

88

702

17

92

衛　生
4

△ 34 会計年度任用職員への移行及び退職による減員

65

509
税　務

普
通
会
計
部
門

小　計

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

対前年
増減数

労　働

民　生

総　務

計

1,967

11

67

55

農　水
商　工

教育部門

土　木

その他

一
般
行
政
部
門

505

16
144

70

145

令和５年

業務充実による増・業務体制見直しによる増
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（2)年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）

　

(3)職員数の推移
（単位：人・％）

32歳24歳

人

以上

47

人

1,952214

155 152

189

43歳

(12.3)123

６年

181

7

679

人

47歳

1,093

1,213

702

0 0

130

696

149

過去５年間
の増減数（率）

51歳

0

-

138

0

1,952

-

(1.2)8

1,265 1,274

-

688

計

44歳 56歳

～

60歳

～

52歳40歳

～ ～

48歳

人人

1,125

(4.9)

224 105

人人

35歳

人

～

146

210235

36歳

～～

1,063

39歳未満 23歳 59歳55歳

人

２年

219

1,002

４年

～

28歳

一般行政

人

～

　　　　　　　　　区　　分

1,041

237

人
職員数

0

20歳

91

20歳

区　分

人

27歳 31歳

～

0

1,248

678

1,901

150

５年

1,187普通会計計

0

元年

0

人

1,113

教　育 142

３年

消　防

公営企業等会計計 670

1,144

1,9671,814 1,866総合計 1,944

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費100,566千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、令和６年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和６年４月１日現在）

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和5年度支給割合） （令和5年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） 役職加算５～２０％ （加算措置の状況） 役職加算５～２０％

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(　  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

千円

56,873

平　均　年　齢 基本給

6,118

　質収支

千円

　　　　給与費 　　B/A

一人当たり

草加市　（一般行政職）

556,417

平均月収額

千円 %千円　 %

める職員給与費比率　　　　　　Ｂ／Ａ

職員給与費比率

純損益又は実

　　　　　　Ａ

千円

水道事業

95,784

356,70845.1

区　　分

266,686 367,254

R5年度

Ｂ　

55

期末・勤勉手当

千円　

367,254

千円

　　計　　Ｂ

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

6,677

区　　分

　　　　　　区　　分

１人当たり平均支給額（令和5年度）

1.3751.375

1,742

9.2%

1,328

2.45

草加市水道事業

１人当たり平均支給額（令和5年度）

職員手当給　 料

2.45

Ａ  

総費用

R4年度の総費用に占

総費用に占める

人

職員数

214,597

3,989,094

千円

8.8

0.975

2.05

      ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及
         び定年前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。

（参考）市町村（政令指
定都市除く）平均一人

当たり給与費

R5年度

2.05

0.975

千円
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イ　退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

千円 千円

（注）１退職手当の１人当たり平均支給額は、令和5年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（令和６年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

349

定年前早期退職特例措置(2～45%加算)

6

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ）

支給対象職員数

草加市（一般行政職）

47.709

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

（注）２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（R5年度決算）」と同じ年度の
      ４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職
      員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ）

支給対象地域

給水停止業務手当 給水停止の業務 44 千円 1件あたり300円

18,327

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ）

給水停止業務に従事した職員

定年前早期退職特例措置(2～45%加算)

55

33.2707533.27075

13,326

47.709

28.0395

19.6695

47.709

草加市水道事業

19.6695

28.0395

39.7575 47.709

24.586875

自己都合

一般行政職の制度（支給割合）支給割合

草加市全域

支 給 実 績 （ 令 和 ４ 年 度 決 算 ） 10,490

482

定年・勧奨

47.709

定年・勧奨

6

242,291

　　　２「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後

　その者の非違によることなく退職した場合を含む。

支給実績（令和5年度決算） 44

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 3,143

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和5年度） 25.5

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（R5年度決算）
左記職員に対する

支給単価

支給実績（令和5年度決算）

39.7575 47.709

自己都合

24.586875
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カ　その他の手当（令和６年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円千円

同じ

同じ

扶養手当

一般行政職
の制度との
異同

休日勤務手当

住居手当 3,420

9,660

同じ 同じ 0 千円 0

同じ 0

祝日等において勤務を
命ぜられた職員に支給
→勤務１時間あたりの給
与額×135/100

（令和5年度決算）

（令和5年度決算）

690,000千円

一般行政職
の制度と異
なる内容

同じ

内容及び支給単価

同じ

同じ 0

107,050千円通勤手当

徒歩及び片道2Km未満
は支給無し。通勤定期代
は、実費分を６月まとめ
て支給。交通用具代は、
2Kｍ以上に対し距離に
応じて3,000円から支給。

4,174

平均支給年額

同じ

268,000

支給職員１人当たり

同じ 千円

支給実績

手　当　名

主幹：45,000円、副参
事・課長補佐50,000円、
参事・課長60,000円、理
事・副部長70,000円、部
長100,000円

342,000

同じ

千円
扶養親族のある職員に
支給→配偶者6,500円等

同じ

借家等居住者
→家賃に応じて月額最
高28,000円
　
持ち家等居住者
→0円

7,504

管理職手当

管理職員特別勤務
手当

対象：主幹～部長
週休日等に勤務した場合：
5000円～12,000円
週休日等以外の日の午前0
時から午前5時までの間で
あって正規の勤務時間以外
の場合：2,500円～6,000円
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 (2)　病院事業
　(1)　病院事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、令和６年３月３１日現在の人数である。

      ３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び

　　　　定年前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和６年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和5年度支給割合） （令和5年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） 役職加算５～２０％ （加算措置の状況） 役職加算５～２０％

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(　  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

区　　分 総費用 純損益又は実

R5年度 　　　　千円 千円　

職員給与費比率

千円

総費用に占める

　　　　　　Ｂ／Ａ
千円　

43.9

行 政 職

2.05

307,560

％

R5年度 人

める職員給与費比率

44.7

　　　　給与費 　　B/A

％

一人当たり

6,088,872

Ｂ　
令和4年度の総費用に占

305,070 575,522

草加市　（一般行政職）

　　　　　　Ａ

職員数

42.0 1,251,693

平　均　年　齢

1,053,075 959,969 4,511,961

平均月収額

給　 料 職員手当

2,498,917

千円 千円千円

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

　　　　　千円

区　　分

474,943医 師

1.375

1,328

2.45 2.05 2.45

草加市病院事業

577,223

医療技術職 38.0

8,115

基本給

一人当たり給与費

556

Ａ  
　質収支

13,633,559 -749,381

　　　　　　区　　分

（参考）市町村平均

7,252

1,690

１人当たり平均支給額（令和5年度）

0.975

　

576,167

1.375 0.975

看 護 職 43.6 305,892

千円

１人当たり平均支給額（令和5年度）

42.1
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イ　退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

千円 千円
（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、一般会計の職員で、令和5年度に退職した職員に支給された平均額である。
　　　２ 「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によ

　　　　ることなく退職した場合を含む。

ウ　地域手当

（令和６年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

33.27075

255,868

定年前早期退職特例措置(2～45%加算)

自己都合

24.586875

47.709

1,854

草加市（一般行政職・団体平均等）

47.709

24.586875

2,358

47.709
39.7575

28.040
19.670 19.6695

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

支給実績（令和5年度決算） 141,239

47.709

草加市病院事業

定年・勧奨

自己都合

47.709

定年・勧奨

33.2707528.0395

定年前早期退職特例措置(2～45%加算)

47.709

6

39.758

支給割合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合）

20,97510,459

5686

支給対象地域

草加市内全域
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エ　特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

　　　〃

　　　〃

760

１回　1,000円 

防疫等作業手当

１回　20,000円 

看護師

月額　3,000円 

月額　15,000円 

医師 麻酔科

1,596

医師 眼科

登録年月日後1年以内
の職員看護師及び助
産師（支給限度期間：
採用後12月）

0

１回　4,000円 医師、看護師

１回　2,000円 

看護師、医療技術職員

医師 産科

千円

2～5時間未満　　10,000円

１回　10,000円　

１件　5,000円 

月額　40,000円 

6,330

5時間以上　　10,000円

月額  120，000円

月額  130，000円

１勤務　450円

千円

月額  140，000円

１回　4,000円準夜勤

医師

0

月額　100,000円 救急診察料

主な支給対象職員

〃 深夜勤

〃   （医師免許取得後10年以上）

721,103

支給実績（令和5年度決算） 377,137

17

45,548

　　　〃

22,848

救急外来

遺体処理・解剖手当 看護師、医療技術職員

4,520医師、看護師、医療技術職員

１回　10,000円　

１件　1,000円 

１回　5,000円

左記職員に対する
支給単価

142,096

2～5時間未満　　7,000円

１回　10,000円 

手当の名称

救急外来

地域医療連携業務手当

救急診療科業務手当

5時間以上　　15,000円

分娩手当 医師

助産師

麻酔科業務手当

助産業務

　　　〃 医療技術職員

2,115新人看護職員研修手当

医師研究手当

〃   （医師免許取得後9年まで）

助産師業務手当

支給職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

主な支給
対象業務

支給実績
（令和5年度決算）

38,435

92.1

　　　〃

医師（医師免許取得後4年まで）

　　　〃

看護助手

１回　3,000円 
千円

58,523 １回　5,300円

千円

緊急出動手当

0

医師

１回　2,000円

看護師

千円

2時間未満　　5,000円

1,818

医師（科部長以上の職）

医師

看護師、医療技術職員

〃

〃

〃

〃

2時間未満　　3,000円

　　　〃

深夜帯診療手当

年末年始業務手当

927

看護師、医療技術職員の主査以上

１回　1,000円

１回　100円
3,293

夜間看護手当

看護師、医療技術職員

医療業務従事手当

　　　〃

　　　〃

産科業務手当

眼科業務手当

1,200

510

手当の種類（手当数）

　　　〃

待機手当

　　〃 医師

　　　〃

　　　〃

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和5年度）
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（令和６年４月１日現在）  

円

円

円

円

89,180

支給職員１人当たり

197,445

351

平均支給年額

（令和5年度決算）

支 給 実 績 （ 令 和 4 年 度 決 算 ）

一般行政職
の制度との
異同

102,525

－ 50,654

医師につい
て、オン

コール対象
科であり、

市内在住の
場合、月額

最高
100,000円

58,234

－ 128,638

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 4 年 度 決 算 ）

（令和5年度決算）

支給実績

千円

千円

異なる

同じ
扶養親族のある職員に
支給→配偶者6,500円等

一般行政職
の制度と異
なる内容

千円管理職手当

82,350通勤手当

主幹（医療職以外）
45,000円、課長補佐等
50,000円、主幹（医療
職）55,000、参事・課長
等60,000円、看護師長・
助産師長・科副部長
65,000円、副部長等
70,000円、医長80,000
円、看護部長90,000円、
科副部長95,000円、部
長100,000円、科部長
200,000円、診療部長
230,000円、副院長
280,000円、病院長
400,000円

－ 46,775

同じ 226,475

徒歩及び片道2Km未満
は支給無し。通勤定期代
は、実費分を６月まとめ
て支給。交通用具代は、
2Kｍ以上に対し距離に
応じて3,000円から支給。

同じ 千円

430

支 給 実 績 （ 令 和 5 年 度 決 算 ） 244,371

借家等居住者
→家賃に応じて月額最
高28,000円
※医師について、オン
コール対象科であり、市
内在住の場合、月額最
高100,000円

持ち家等居住者
→0円

内容及び支給単価手　当　名

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 5 年 度 決 算 ）

住居手当

扶養手当
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円

円

円

円千円 156,36688,816

宿直手当:１夜につき
8,000円（医師にあっては
41,000円）、日直手当：
休診日１日につき7,000
円（医師にあっては
20,500円）、休診日以外
半日につき2,950円（医
師にあっては10,000円）

異なる

宿直手当：
１夜につき
8,000円、
日直手当：
１日につき
7,000円

同じ －

宿日直手当

105,217

夜間勤務手当

午後１０時から翌日の午
前５時までの間に通常勤
務を命ぜられた職員に
支給→勤務１時間あたり
の給与額×25/100

同じ － 49,461 千円 87,079

千円

祝日等において勤務を
命ぜられた職員に支給
→勤務１時間あたりの給
与額×135/100

0
管理職員特別勤務

手当

対象：主幹～病院長
週休日等に勤務した場合：
5000円～12,000円
週休日等以外の日の午前0
時から午前5時までの間で
あって正規の勤務時間以外
の場合：2,500円～6,000円

同じ - 0 千円

休日勤務手当 59,763
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